
移住支援金の要件

世帯（２人以上）で移住の場合・・・１００万円
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【苫小牧ＵＩＪターン新規就業支援事業】

苫小牧市への移住・就業で
移住支援金を支給します

苫小牧市総合政策部政策推進課

℡0144－32－6039
お問合せ
申請受付

〒053-8722
北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号
苫小牧市役所 ７階

【就業の要件】⇨①～③のいずれかに該当

①就業の場合
北海道が開設するマッチングサイトに、移住支援金の対象として掲載された求人に新
規就業する方。

②テレワークの場合
所属先企業等の命令ではなく、自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き
行う方。

③起業の場合
北海道が実施する、地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を１年以内に
受けた方。

移住支援金の申請日から５年以内に市外に転出、又は移住支援金の要件を満たす職を
辞した場合は、移住支援金の全額又は一部を返還していただく場合があります。
詳しい制度の内容や移住に関する相談は、こちらにお問い合わせください。

１．「移住元」と「就業」に関する要件を満たしている必要があります。

と ま こ ま い

東京23区に在住・
通勤している方対象

【移住元の要件】⇨①、②のいずれにも該当

①住民票を移す直前の10年間のうち、通算５年以上、東京23区内に在住または東京圏※1
（条件不利地域※2を除く）に在住し、東京23区内へ通勤※3していた方。

②住民票を移す直前に、連続して１年以上、東京23区内に在住または東京圏（条件不利
地域を除く）に在住し、東京23区内へ通勤していた方。

※1 東京圏：東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
※2 条件不利地域：東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭町、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、⾧南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

※3 通勤：雇用保険の被保険者または、個人事業主として通勤していた場合に限る。

さらに
苫小牧市なら

５万円
※オーダーメイド移住支援金

＋

２．要件は、上記の他にもございます。申請や手続きは、苫小牧市移住支援金交付要綱及び
苫小牧市オーダーメイド移住支援金交付要綱に基づき行っていただきます。

制度の詳細・申請書は、
市のホームページへ

求人情報は、
マッチングサイトへ


